
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

二

七

号

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
浅
野
貴
博
君
提
出
の
「
法
務
大
臣
の
答
弁
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」

に
係
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
浅
野
貴
博
君
提
出
の
「
法
務
大
臣
の
答
弁
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」

に
係
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
浅
野
貴
博
君
提
出
の
「
法
務
大
臣
の
答
弁
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
を
踏
ま
え
、

以
下
質
問
す
る
。

一

質
問
主
意
書
と
は
、
議
会
の
国
政
に
関
す
る
調
査
・
監
督
機
能
の
一
つ
と
し
て
、
議
員
が
、
内
閣
に
対
し
、
簡
明
な
書
面

に
よ
り
、
国
政
一
般
に
お
け
る
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
、
又
は
見
解
を
た
だ
す
も
の
で
あ
り
、
質
問
は
提
出

者
よ
り
衆
議
院
議
長
、
衆
議
院
議
長
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
を
経
て
、
答
弁
書
は
閣
議
決
定
の
元
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
衆
議

院
議
長
へ
送
付
さ
れ
る
と
承
知
す
る
が
、
法
務
省
、
及
び
、
現
法
務
大
臣
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
見
解
は
如
何
に
。

二

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
、
浅
野
貴
博
提
出
の
「
法
務
大
臣
の
答
弁
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
の
質
問
二

及
び
三
に
対
す
る
答
弁
は
、
現
法
務
大
臣
も
適
切
な
答
弁
で
あ
る
と
考
え
る
か
、
見
解
は
如
何
に
。

三

質
問
四
に
対
し
、
「
過
去
の
質
問
主
意
書
等
に
対
す
る
答
弁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質
問
に
対
し
て
、
そ
の
都
度
適
切
に
行
っ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
検
証
を
行
う
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、
現
法
務

大
臣
も
、
過
去
の
質
問
主
意
書
等
に
対
す
る
答
弁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質
問
に
対
し
て
、
そ
の
都
度
適
切
に
行
わ
れ
て
お
り
、

一



指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
検
証
を
行
う
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
る
か
、
見
解
は
如
何
に
。

右
質
問
す
る
。

二


